
第五次国有林野施業実施計画書

第一次変更計画書

（安芸森林計画区）

自 平成30年４月１日

計画期間

至 平成35年３月31日

〔変更年月 平成31年３月〕

四 国 森 林 管 理 局



第五次国有林野施業実施計画書 （安芸森林計画区）の変更について

【変更理由】

以下の理由により、国有林野管理経営規程（平成11年１月21日付け農林水産省訓令第２

号）第14条第２項に基づき変更する。

① ７月豪雨災害等により発生した林道被害等に伴う、主伐量、更新量、保育量の変更。

② 密度調整が必要な林分の見直しによる間伐量の変更

③ ７月豪雨災害等により発生した崩壊地等の保全施設を施工し、また、密度調整が必

要な保安林の整備を実施し、保安林機能を向上させるため。

④ 森林共同施業団地の協定面積を追加

【変更する項目】

２ 施業群の名称並びに区域、伐期齢又は回帰年、上限伐採面積、伐採箇所ごとの伐採方

法及び伐採量並びに更新箇所ごとの更新方法及び更新量。

（４）伐採総量

（５）更新総量

（６）保育総量

４ 治山に関する事項

８ その他必要な事項

（４）森林共同施業団地

※ 本計画書内の集計表に関して共通する注釈

単位未満四捨五入により、計と内訳が一致しない場合がある。
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（４）伐採総量 （単位：㎥、ha）

林 地 林地
区 分 合計

主伐 間伐 小計 臨時伐採量 計 以外

山地災害防止タイプ － 3,411 3,411
(27)

自然維持タイプ － － －

森林空間利用タイプ － 729 729
(5)

快適環境形成タイプ － － －

スギ分散伐区 72,599 － 72,599
－ －

ヒノキ分散伐区 39,140 － 39,140
－

スギ長伐期 － 252,845 252,845
(2,084)

水
ヒノキ長伐期 － 150,742 150,742

(1,447)
源

ヤナセスギ － 108,109 108,109
長伐期 (812)

涵
かん

複層林 13,719 23,867 37,586
(229)

養
スギ長伐期 24,312 35,151 59,463
複層林 (289)

タ
ヒノキ長伐期 5,363 4,522 9,885
複層林 (38)

イ
天然ヤナセスギ － － －

択 伐 －
プ

天然ヤナセスギ － － －
長伐期複層林

択 伐 － 157 157
(1)

ぼう芽 － － －
分散伐区

施業群設定外 － 6,793 6,793
(40)

計 155,133 582,186 737,319
(4,940)

合 計 155,133 586,326 741,459 30,000 771,459 － 771,459
(4,972)

年 平 均 31,110 116,996 148,106 6,000 154,106 － 154,106
（994)

注：（ ）は、間伐面積である。
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（再掲）市町村別内訳 （単位：㎥）

林 地 林地

市町村名 合計

主伐 間伐 小計 臨時伐採量 計 以外

室戸市 － 22,669 22,669

安芸市 29,509 116,815 146,324

東洋町 17,598 46,801 64,399

奈半利町 6,669 13,433 20,102

北川村 52,115 189,835 241,950

馬路村 49,242 195,385 244,627

安田町 － 1,388 1,388

計 155,133 586,326 741,459

注： 臨時伐採量及び林地以外の土地に係る伐採量は含まない。
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（５）更新総量 （単位：ha)

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計

防止タイプ タイプ 利用タイプ 形成タイプ タイプ

人 単 層 林 造 成 － － － － 142 142

工

造 複 層 林 造 成 － － － － 156 156

林

計 － － － － 298 298

天然下種 第１類 － － － － 6 6

天

然 天然下種第２類 2 － － － 90 92

更

新 ぼ う 芽 － － － － － －

計 2 － － － 96 98

合 計 2 － － － 394 396

（６）保育総量 （単位：ha)

区 分 山地災害 自然維持 森林空間 快適環境 水源涵養 合 計

防止タイプ タイプ 利用タイプ 形成タイプ タイプ

下 刈 － － － － 720 720

保

つる切 － － － － 7 7

育 除 伐 － 0 － － 163 164

計 － 0 － － 891 891

注：「0」は、単位未満の数値であることを表す。
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４ 治山に関する事項

位 置（林班） 区 分 工 種 計 画 量

1､2､3､10､11､12､13､25､27､34､35､ 保安林の整備 その他 568.16ha
36､37､38､39､40､42､1001､1002､
1005､1015､1018､1024､1025､1026､
1102､1105､1107､1109､1112､1121､
1122､1123､1125､1126､1127､1158
､2012､2019､2052､2053､2095

計

[5]､[13]､[19､21]､[51～52]､ 保全施設 渓間工 30箇所
[1003～1004]､[1016～1017]､ (315.41ha)
[1024､1031､1034､1036､1040]､
[1102～1110]､[1129]､
[1148､1149､1150]､[1161]､
[1166､1169]､[2015､2017]､
[2021､2023]､[2029～2033､2035]､
[2038､2039､2041､2043､2046､2047､
2049､2050]､[2053]､[2057～2059]､
[2064､2070､2074]､[2078]､[2083]､
[2088～2089]､[2091～2093､2095]､
[2102～2105]､[2108～2110]､
[2117]､[2120､2126～2127]､
[2201～2202]､[2210]､
[2223､2224､2230]

[5]､[17､19]､[32]､[43]､[1002､ 山腹工 20箇所
1003]､[1008]､[1024､1026､1034]､ （13.35ha）
[1102､1104]､[1141]､[1166､1169]､
[2004]､[2015]､[2021]､[2031]､
[2052]､[2064]､
[2099]､[2107～2108]､[2210]､
[2225]

計 36箇所
(328.76ha)

その他 568.16ha
保安林の整備

計 568.16ha

計 渓間工 30箇所

保全施設 山腹工 20箇所

計 36箇所

注１：林班[ ]の区分は、事業評価の地区単位。
注２：保全施設の計は、 渓間工・山腹工で重複する箇所は１箇所として集計した。
注３：災害復旧等緊急を要する場合には、計画箇所以外においても実行可能。
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（４）森林共同施業団地

名 称 対象地 面積 連携した施業 備 考

(林小班) (ha) の内容

北川村大谷地区 民 高知東部森林組合事業地 171.61 間伐、

施業モデル団地森 (56林班ほか) 作業道開設 等

林施業実施協定

国 平瀬山国有林 2002林班 252.97

大谷鹿伏山国有林 2003林班

大谷受領山国有林 2004林班

北川村島・久江 民 高知東部森林組合事業地 363.08 間伐、

の上・平鍋地区施 (42林班ほか) 作業道開設 等

業モデル団地森林

施業実施協定 国 西谷山国有林 1008､1009､ 498.95

1012林班

揚ヶ谷続山国有林 1010林班

大段徳ヶ谷山国有林 2075､2076林班

北川村官行造林 3､4林班

奈半利町須川・ 民 郷分生産森林組合林 773.29 間伐、

室戸市羽根地区森 （14林班ほか） 作業道開設 等

林整備推進協定 藤村製絲株式会社社有林

国立研究開発法人森林

研究・整備機構森林整備

センター高知水源林整備

事務所契約地

国 須川山国有林 1014～1020林班 601.74

奈半利町官行造林 2､3林班


